
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水曜日 限定（要事前予約） 

※第 1水曜日を除く 

午後1時〜４時（２時間まで） 

担当：設備設計一級建築士 

無料（事務所での相談） 

マンションの 
給排水設備相談 

管理組合を悩ませる「給排水管の更生・

更新工事」。給排水管はマンションによって

材質なども異なり、劣化の進行も様々。

しかも、要する費用は大規模修繕工事を

上回り、漏水事故が発生すると生活に

大きく影響してしまいます。 

一方、設備に関しては専門家が少なく、

相談対応は難しいものがありましたが、

今回、設備設計一級建築士のご協力を

得て、給排水設備相談を始めます。 

ＮＰＯ法人東北マンション管理組合連合会 
新企画 
スタート 

※設備設計一級建築士は常駐していません。事前にお問い合わせ・ご予約の上ご相談ください。 

※現地確認が必要な場合や訪問での相談は別途に費用が必要となります。 

※相談がスムーズに進むよう関係資料をお持ち込みになることをお奨めします。 

詳しくは東北管連までメール・FAXまたは電話でお問い合わせください。 

（聞き違い等を避けるため「お申し込み」はメールやＦＡＸでお願いします） 

ＮＰＯ法人 東北マンション管理組合連合会 
〒980-0822 仙台市青葉区立町２３―１９ 定禅寺ハイツ２０２ 

ＴＥＬ．０２２―２２１―１３２３ ＦＡＸ．０２２―２２１―１３２７ 

Ｅ―ｍａｉｌ：support@tohoku-kanren.jp 

公式WEBサイト 

メールアドレス 


